
資料１４ 

 

要旨 

 

（監督課  

(『「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項』のリーフレット) 

１ いわゆる「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者に留意していただきたい内

容をまとめています。 

 ①「始業・終業時刻」について、労働契約締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定

している日について、単に「シフトによる」と記載するだけでは不足しており、労働

日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、労

働契約締結時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付する必要があり

ます。 

②「休日」について、労働基準法では、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも１回

又は４週４日以上の休日を与えなければならないこととされていますので、その旨明

記する必要があります。 

 ③「年次有給休暇」について、「シフトの調整をして働く日を決めたのだから、その日

に年休は使わせない」といった取扱いは認められません。使用者は、原則として労働

者の請求する時季に年次有給休暇を取得させなければなりません。 

 

２ 詳細は、厚生労働省ホームページ、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 

 

 

雇用環境・均等室 

（『パートタイム・有期雇用労働法、パワーハラスメント防止措置』のリーフレット） 

１ パートタイム・有期雇用労働法が令和２年４月１日（中小企業は令和３年４月１日）

から次のとおり改正されました。 

 ①不合理な待遇差の禁止 

 ②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

 

２ パワーハラスメント防止措置(事業主が講ずべき措置の内容)が、大企業に対しては令

和２年６月１日から、中小企業に対しても令和４年４月１日から義務となっています。 

 

３ 詳細は、厚生労働省ホームページ、京都労働局雇用環境・均等室にお問い合わせくだ

さい。 











京都労働局 雇用環境・均等室からのお知らせ 

 問い合わせ先 ℡０７５－２４１－０５０４ 

が令和２年４月１日（中小企業は令和３年４月１日）より施行されています。 

 

  

改正の内容 

 １ 不合理な待遇差の禁止 

同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などのあらゆる待遇につい
て、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。 
どのような待遇差が不合理に当たるかは、ガイドライン（指針）において例示されています。 
法対応のための取組手順書等を活用して、自社の状況を点検し、不合理な待遇差の改善に取り組んで下さ

い。 
 
２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができま
す。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。 
 
３ 事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備 

京都労働局では、雇用管理の改善に向けた援助を行います。また、労使でトラブルになった際には、無料・非
公開の紛争解決手続が利用できます。 
 
☞詳しい資料はこちら 

・法改正の概要 
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815524.pdf 

・パートタイム・有期雇用労働者法対応のための取組手順書 
https://www.mhlw.go.jp/content/000656095.pdf 

 

改正の目的 

 

   

多様な雇用形態・就業形態で働く人々が、それぞれの働きや貢献に応じた待遇を得ることのできる「公正な待

遇の実現」を目指すものです。 

 

が、大企業に対しては令和２年６月１日から、中小企業に対しても令和 4 年 4 月

1日から義務となっています。 

 

事業主が講ずべき措置の内容 

① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること 
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・

啓発すること 
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること 
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること 
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること 
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと 
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと 
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること 
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること 
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること 
 

☞詳しい資料はこちら https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf 
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